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尼崎市ここも青少年局 《児童課》
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期 間

★夏休み★ 令和5年 7月 21日 (金 )～ 令和5年8月 24日 (木)応募期限 7月 5日 (水 )

★冬休み★ 令和5年 12月 26日 (火 )～令和6年 1月 5日 (金)応募期限12月 11日 (月 )

★春休み★ 令和6年 3月 26日 (火 )～ 令和6年 4月 5日 (金)応募期限 3月 8日 (金 )

(※令和6年4月 1日 (月 )～令和6年4月 5日 (金 )は 、未定)

応募資格

児童ホーム指導員 (有 資格者 ) 児童ホーム補助指導員 (無資格者 )

別紙のとおり

資格は問いません。
意欲を持つて児童ホーム事業に携われる人を求めていま

す。(高校生不可)

年齢制限 なし

勤務時間

①午前 8時 15分～午後2時 15分

②午前11時 15分～午後5時 15分

※配置される児童ホームのシフトによって、
①又は②のいずれかの勤務時間になります。

【 月曜日 】午前8時 15分～午後5時

【火口水・金曜日】午前8時 15分～午後4時 15分

【 木曜日 】午前8時 15分～午後3時30分
※いずれも、うち1時間の休憩があります。

報酬

日額 8,040円 ～8,880円
※年齢、本市会計年度任用職員の経験年数により

異なります。

日額 8,140円～8,290円 (フ時間45分勤務)

日額 7,350円 ～7,490円 (7時間勤務 )

日額 6,560円～6,690円 (6時間15分勤務)

※年齢、本市会計年度任用職員の経験年数により異なり

ます。

休 日 土曜日口日曜日・祝日口年末年始

交 通 費 片道 2キロ以上の場合、規定に応じた支給あり。

※ 詳しい内容については児童課にお問い合わせください。

【問合世先】
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番 1号 本庁舎北館 2階

尼崎市こども青少年局児童課

電話:06-6489-6937
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応募資格 (年齢制限なし)

① 放課後児童支援員認定資格を有する者

② 保育士資格を有する者

③ 教員免許を有する者

④ 高等学校を卒業し、2年以上児童福祉事業 (児童ホームなど)に従事した者

⑤ 高等学校を卒業し、2年以上放課後児童健全育成事業に類似した事業 (こ ど

もクラブなど)に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの

⑥ 大学で社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術もしくは体育学を専攻し、
|

1 卒業した者

l⑦ 社会福祉士資格を有する者 など

(ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。)


